
別添資料5 

収入印紙  

ちょう付欄 

業 務 委 託 契 約 書（案） 

  契約第      号 

業 務 の 名 称 OUR Project（生活・文化拠点再整備事業）基本設計委託  

業 務 の 場 所 

又 は 施 設 名 称 
藤沢市朝日町１番地の１  藤沢市役所ほか  

履 行 期 間 
着手期日     ２０２５年（令和７年）   月  日 

完了期限     ２０２７年（令和９年） ３月１２日 

契 約 金 額  

         百万              千        円 

         

うち消費税額及び地方消

費税額に相当する金額  

             千        円 

      

前 払 金  
□ 該当する（３０％以内で、かつ、２億円以内） 

□ 該当しない 

部 分 払  
□ 該当する（１会計年度につき    回以内） 

□ 該当しない 

契 約 保 証 金  

（ 契 約 金 額 の 

1 0 / 1 0 0以 上 ） 

□ 現金（            円）  □ 有価証券 

□ 藤沢市契約規則（昭和３７年藤沢市規則第４６号）第

２８条第２項第    号の規定により免除  

上記の業務委託について、発注者と受注者とは、藤沢市契約規則を遵守の上、各々

対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。  

また、設計共同体を結成している場合、受注者は、別紙の設計共同体協定書により

契約書記載の業務を共同連帯して請け負うものとする。  

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の

上、各自その１通を保有する。ただし、本契約の内容を記録した電磁的記録を作成す

る場合は、当事者がそれぞれ電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。  

２０２５年（令和７年）  月  日 

発注者 藤沢市朝日町１番地の１  

藤沢市 

藤沢市長 鈴  木 恒  夫    ㊞ 

受注者 住所 

氏名             ㊞  



  

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務の委託契約に関し、この契約に定める
もののほか、別途締結の「管理・運営計画策定業務及び基本設計に係る三者協定書」
及び設計図書（別紙の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
をいう。以下同じ。）（以下「協定及び設計図書」という。）に従い、これを履行
しなければならない。  

２ 前項の協定及び設計図書に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者
とが協議して定める。  

（工程表等の提出）  
第２条 受注者は、協定及び設計図書に基づき受託業務着手届、受託業務工程表２部

及び受託業務費見積明細書２部（以下これらを「工程表等」という。）を作成し、
契約締結の日から７日以内に発注者に提出するものとする。  

２ 受注者は、発注者に提出した工程表等が不適当であると認められ、修正を求めら
れたときは、これに応じなければならない。  

（業務の着手） 
第３条 受注者は、この契約締結の日から７日以内に業務に着手しなければならない。 
（技術者の届出） 
第４条 受注者は、関係法令に規定する技術者を定め、現場代理人等届出書を発注者

に提出しなければならない。  
（一括再委託等の禁止）  
第５条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が協定及び設計図書において

指定した主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。  
（業務の調査等） 
第６条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査をし、又は受

注者に対し報告を求めることができる。  
（協定及び設計図書不適合の場合の修正義務）  
第７条 受注者は、処理し、又は処理中の業務が協定及び設計図書に適合しない場合

において、発注者がその修正を要求したときは、これに従わなければならない。こ
の場合において、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはで
きない。 

（業務内容の変更）  
第８条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、業務を一時中止し、

又は履行期間の伸縮をすることができる。  
２ 前項の規定による業務の変更等により、契約金額を変更する必要が生じた場合は、

変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出し、又
は第２条に規定する受託業務費見積明細書に記載された単価によって算出する。  

３ 第１項の場合において、受注者が著しい損害を受けたときは、発注者は、その損
害を賠償しなければならない。  

（期限の延長） 
第９条 受注者は、天災その他の不可抗力による理由により履行期限までに業務を完

了することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して、受託期
間延長申請書を提出しなければならない。  

（経済事情の激変による契約金額の変更）  
第１０条  履行期間内に経済事情の激変又は予期することのできない理由の発生に基

づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、発注者と
受注者とが協議の上、契約金額を変更することができる。  

（管理業務） 
第１１条  受注者は、業務着手から完了に至るまで、その業務全体の管理及び使用人

等の行為についてすべての責任を負わなければならない。  
２ 受注者は、業務の施行上発生した事故に関する損害（第三者に及ぼした損害を含

む。）については、発注者から必要な指示を受け、自己の責任において処理しなけ
ればならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において
は、この限りでない。 



  

（履行遅延の場合における違約金）  
第１２条  受注者の責めに帰する理由により履行期間内に業務を完了することができ

ない場合において、期限後に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者に業
務の処理を継続させ、完了後受注者から履行遅延の違約金額を徴収するものとする。 

２ 前項の違約金は、遅延日数１日につき契約金額の１、０００分の１に相当する金
額とする。 

（検査及び引渡し）  
第１３条  受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対してしゅん工届を

提出しなければならない。  
２ 発注者は、前項の届の提出のあった日から１０日以内に当該目的物について検査

を行わなければならない。  
３ 前項の検査の結果不合格となり、業務の内容について補正を命じられたときは、

受注者は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。  
４ 受注者は、第２項又は前項の検査に合格したときは、業務の内容が役務の提供で

ある場合を除き、その目的物を発注者に引き渡さなければならない。  
（契約金の支払い）  
第１４条  受注者は、前条の規定による検査に合格したとき（目的物の引渡しを要す

る場合にあっては引渡しを終了したとき）は、所定の手続に従って速やかに契約金
の支払請求をするものとする。  

２ 発注者は、前項の請求があったときは、その日から起算して３０日以内に契約金
を支払うものとし、契約保証金がある場合は、還付するものとする。  

（前金払） 
第１５条  受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１

８４号）第５条第１項の規定により登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会
社」という。）と、この契約に基づく履行期間を保証期間とする前払金の保証に関
する契約（以下「前払金の保証契約」という。）を締結した場合には、契約締結の
日から起算して２０日以内に、発注者に対し、受託業務前金払申請書に保証事業会
社の保証証書を添えて、前金払の申請をすることができる。  

２ 前項の規定による請求があったときは、その日から起算して２０日以内に、前払
金を支払うものとする。  

３ 発注者は、前項の規定により前金払をした後において、設計変更その他の理由に
より契約を変更した結果、契約金額が２割以上増減したときは、その増減した額に
ついて、既に支払った前払金の率により計算した額を受注者に追加払をすることが
でき、また、減額のあった日から起算して３０日以内に還付させることができる。  

４ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全
部又は一部を返還させることができる。  

(1) 前払金を当該業務以外の目的に使用したとき。  
(2) 契約に基づく業務を履行しないとき。  
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。  
(4) 請負契約を解除したとき。  

５ 受注者は、第 1 項の規定による保証証書の提出に代えて、電磁的方法であって、
当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることがで
きる。この場合において、受託者は、当該保証証書を提出したものとみなす。  

（部分払） 
第１６条  受注者は、発注者に対し、業務完了前に契約の既成部分につき、受託業務

費見積明細書の単価に基づき算定した金額の１０分の９以内の部分払を申請するこ
とができる。 

２ 受注者は、前項の部分払を受けようとするときは、受託業務出来高部分払申請書
及び受託業務出来高内訳書を発注者に提出し、検査を受けなければならない。  

３ 部分払の支払時期は、前項の検査に合格した既成部分に対する受注者からの正当
な請求書を受理した日から起算して２０日以内とする。  

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則 ) 

第１７条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金



  

額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 

   令和７年度              円 

   令和８年度              円 

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

   令和７年度              円 

   令和８年度              円 

3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項

の出来高予定額を変更することができる。  

 (継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特則 ) 

第１８条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払に関する第 15 条第 1 項及び第

2 項の規定の適用については、第 15 条第 1 項中「この契約に基づく履行期間」とあ

るのは「この契約に基づく履行期間(最終の会計年度以外の会計年度にあつては、各

会計年度末)」と、第 15 条第 2 項中「前払金」とあるのは「契約を締結した会計年度

後の各会計年度に係る前払金」と、「契約締結の日」とあるのは「当該会計年度の初

日(前会計年度末における第 16条第 1項の契約金額相当額が前会計年度までの出来高

予定額に達していないときは、達したと確認された日の翌日)」とする。 

2 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が協定及び設

計図書に定められているときは、同項の規定により読み替えて適用する第 15 条第 1

項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求する

ことができない。 

3 第 1 項の場合において、契約会計年度について前払金を含めて支払う旨が協定及び

設計図書に定められているときは、同項の規定により読み替えて適用する第 15 条第

1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金

相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。  

4 第 1 項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額 (第 16 条第 1 項に規

定する契約金額相当額をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高予定額に達し

ない場合においては、第 1 項の規定により読み替えて適用する第 15 条第 1 項の規定

にかかわらず、当該契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当

該会計年度の前払金の支払いを行うことができない。  

5 第 1 項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの

出来高予定額に達しないときは、受注者は、契約金額相当額が当該出来高予定額に達

するまで第 15 条第 1 項の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければ

ならない。 

 (継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則 ) 

第１９条 継続費又は債務負担行為に係る契約については、各会計年度末における契

約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、

当該会計年度の当初に、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出

来高予定額を超えた額(次項において「出来高超過額」という。)について部分払を請

求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度において、受注者は、予

算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることはできない。  

2 この契約において、受注者が前払金の支払いを受けている場合における部分払の額

については、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。  

 

額予定当該会計年度の出来高

額当該会計年度の前払金
×

額＋出来高超過額))予定までの出来高相当額－(前会計年度契約金額払金額)－(

度の部分支払金額＋当該会計年－(前会計年度までの
10

9
×代金相当額契約金額≦部分払金の額　

 

3 各会計年度において、部分払を請求することができる回数は、次のとおりとする。 

   令和７年度              回 



  

   令和８年度              回 
（発注者の契約解除権）  
第２０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を

定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することがで
きる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社
会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1) 業務が工程表のとおり進行せず、履行期間内に業務完了の見込みがないと認めた
とき。 

(2) 正当な理由なくして、着手期日を過ぎても、業務に着手しないとき。  
(3) 第５条の規定に違反したとき。  
(4) 受注者又は現場代理人その他の使用人が、発注者の検査又は監督に際し職務執行

を妨げ、又は妨げようとしたとき。  
(5) 受注者が、規則に違反したとき。  
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約不履行のおそれがあると認めたとき。  
２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除す

ることができる。  

(1) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。  
 (2) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。  
(3) 業務の一部の履行が不能である場合又は受注者が業務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す
ることができないとき。  

(4) 業務の性質等により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした
目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経
過したとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が業務の履行をせず、発注者が前項の催告を
しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら
かであるとき。 

 (6) 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはそ
の法人の役員又はその支店若しくは営業所（常時、契約を締結する事務所をいう。）
を代表する者をいう。以下同じ）が、集団的に、計画的に又は常習的に暴力的不法
行為を行うおそれのある組織（以下「暴力団」という。）の関係者（以下「暴力団
関係者」という。）であると認められるとき。  

(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に
関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者
と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用する
などしていると認められるとき。  

(8) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的
に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は
便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められると
き。 

(9) 前３号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められるとき。  

(10) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。  

３ 前２項により、契約の解除を行い、受注者が損害を受けても、発注者は、その責
任を負わない。  

（受注者の契約解除権）  
第２１条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することが

できる。 
(1) 第８条第１項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が３分の２以上減

少したとき、又は業務の中止期間が履行期間の３分の２以上に達したとき。  
(2) 発注者が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となった

とき。  

(違約金) 



  

第２２条 次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者は、契約金額の１００分

の１０に相当する額の違約金を受注者に請求することができる。ただし、受注者の

責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第２０条の規定により契約が解除された場合  

(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受

注者の債務について履行不能となった場合  

2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。  

(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法

律第75号）の規定により選任された破産管財人  

(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第154号）の規定により選任された管財人  

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等  

3 第1項の場合において、契約保証金があるときは、これを違約金の一部に充当するも

のとし、受注者が発注者から支払いを受けるべき金額があるときは、これを差し引

くことができるものとする。  
（秘密の保持） 
第２３条 受注者及び受注者の使用人は、業務の処理に際して知り得た秘密を第三者

に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この履行期間満了後及び契約を
解除した後においても同様とする。  

（談合その他不正行為に対する賠償金の徴収）  
第２４条 発注者は、受注者がこの契約について次の各号のいずれかに該当するとき

は、賠償金として、契約金額の１００分の２０に相当する額を徴収するものとする。
ただし、発注者が賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りで
ない。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下
この項において「独占禁止法」という。 )第 3 条の規定により禁止される不当な取
引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条第 1 項又は第 2 項の規定による排除措置命
令を受け、独占禁止法第 61 条第２項の規定により当該命令の効力が生じたとき（当
該命令に係る行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）第３条第１項に規定する
抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定
したとき。次号において同じ。)。 

(2) 独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁
止法第 7 条の 2 第 1 項の規定により納付命令を受け、独占禁止法第 62 条第 2 項の
規定により当該命令の効力が生じたとき。  

(3) 受注者（法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律
第４５号）第９６条の６の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。  

２ 前項本文の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお
いて、超過分につき賠償を請求することを妨げない。  

３ 前２項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。  

（契約の効力の遡及）  

第２５条 契約の内容を記録した電磁的記録の作成をもって本契約を締結する場合に
あって、契約締結が履行期間の開始日より後の日であるときは、本契約の効力は履
行期間の開始日から生じるものとする。  

（疑義の決定） 
第２６条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、発注

者と受注者とが協議のうえ決定するものとする。  
（裁判管轄） 

第２７条 この契約に関する訴えの管轄は、横浜地方裁判所とする。  

以上 


